
ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【成田法律事務所】 TEL：0476-20-3031

【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075 【柏法律事務所】 TEL：04-7197-3401

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 TEL：047-407-4680

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

顧問弁護士のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

（オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内
　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail : mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

企業が知っておくべき労務トラブル発生時の基礎知識
2023年10月の千葉県経営者協会労働法フォーラムにおいて

労務トラブル発生時の実務対応について解説致しました。
本Q＆Aではその内容の重要ポイントをお伝えします。

A　従前から企業が対処を求められる、「退職した従業員からの
残業代請求」や「従業員の解雇」をめぐるトラブルに加えて、
近年ではパワー・ハラスメント（パワハラ）を巡るトラブルが
目立つようになってきています。例えば、部下に注意指導すべ
き時にパワハラと言われないかと上司が躊躇してしまうという
悩みや、実際にパワハラ被害の申告があった時にどう行動すれ
ばよいのかがわからないという悩みを抱えた企業も多く聞かれ
ます。

A　パワハラは、法的には「①職場において行われる優越的な
関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲
を超えたものにより③その雇用する労働者の就業環境が害され
ること」（労働施策総合推進法30条の2）とされるものです。

従って、業務上の必要性・相当性があれば、注意指導を行う
こと自体がパワハラになるわけではありませんし、従業員がパ
ワハラと感じただけでパワハラに当たるわけでもありません。

他方、業務とは関連性の薄い、上司の個人的な感情に基づく
言動はパワハラとなる危険性が高いものです。「なんのためにそ
の注意指導を行うのか」を意識した注意指導が求められている
といえ、上司の個人的な感情の自制を促す研修等を企業が講じ
ていくことが望ましいといえます。

A　パワハラ被害が申告されたときに、対応者が直ちにそれを
否定する態度を取ってしまうと、被害申告者が不満を増大させ
問題が拡大する恐れがあります。また、被害申告者のプライバ
シーへの配慮も欠かせません。まずはプライバシーの確保を約
束して信頼を得て真摯にその被害を聞き取るところからすべき
でしょう。

これを受けて、いきなり加害者にパワハラの申告があった旨
を告げるなどした場合、被害者が報復を受けるなどして、法的
責任を生ずる恐れも強くなります。

まずは集められる限りの客観的な資料（例えば、タイムカー
ドや診断書など）を収集し、実際にパワハラがあった疑いが強
いとなれば周辺の聞き取りなどを行います。

そして、いよいよ疑いが相当強いとなってから、被申告者の
聞き取りを行うという手順にすべきです。（その際には、被害者
を保護するための人事措置を人事権に基づいて併せて行うこと
が望ましいといえます。）

被申告者からの聴取も踏まえ、パワハラの存在が確実となれ
ば、その程度に応じた懲戒処分等を行うなどの対応の検討が必
要となります。

近年で企業が直面する労務トラブルとしてはどのような
ものがありますかQ

パワハラの被害が申告されたのですが、どうすればいい
でしょうかQ

従業員に注意指導をする際に、パワハラと言われないか
どうか心配ですQ

【市川法律事務所】
所属弁護士：小林　貴行（こばやし　たかゆき）

早稲田大学政治経済学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科
修了後、弁護士登録（千葉県弁護士会）。主に、交通事故、労
災事故、債務整理、相続、中小企業法務（労務問題）を中心に、
「最後の解決の時まで、事件の状況の変化に従ってあるべき
道すじを考え続け、お示しする」という気持ちを大切にして活

動を行う。

プロフィール

広報誌 L＋PRESS　2023.11月号
発　行／弁護士法人 リーガルプラス
代　表／谷　靖介［ 東京弁護士会所属 ］
所在地／〒103-0027  東京都中央区日本橋2-2-3  リッシュビル4階401号
お問い合わせ／TEL：03-6265-1686　FAX：03-6265-1132
ホームページ／https://legalplus.jp/



ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【成田法律事務所】 TEL：0476-20-3031

【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075 【柏法律事務所】 TEL：04-7197-3401

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 TEL：047-407-4680

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

夜カフェ＆バー、クラブっぽ居酒屋、イギリス風カフェ、パヌレ、カンノーロ・・・これらの言葉は、
around20（15～24歳）のZ世代と言われる若者たちが選ぶ今年のトレンド カフェ・グルメ部門でノミネー
トされたものになります。（若者マーケティング研究機関『SHIBUYA109 lab.』が実施する「SHIBUYA109 
lab.トレンド大賞2023」のノミネート一覧より）

同研究機関によると、今年のポイントは「「背伸びしすぎず楽しみたい」がポイント」とのこと。クラブや
バー、アフタヌーンティーなど、少し背伸びしていくような場所に憧れを持っているものの、最初から本場に
行くのではなく、「●●風」「●●っぽい」など、ハードルを少し下げ、雰囲気だけ味わえる場所を求めている
そうです。Z世代の特徴である、食そのものだけではなく、食を楽しむ空間の世界観を重視しているというと
ころにもつながります。

また、このような彼らの慎重な姿勢の背景には、背伸びをしすぎず実現可能な範囲で楽しみたいという意
識に加え、 各カルチャーにおけるコミュニティの調和を尊重しており、自分が参加することによってその調和を乱してしまうなどの「失敗をしたくな
い」という意識もあるようです。

Z世代が選ぶトレンド大賞は、ノミネート一覧をもとに、選択式WEBアンケートを実施し、11月に票を集めた上位5コンテンツの大賞が発表され
るとのこと。結果が楽しみです。

編集後記

交通事故解決事例
1　事案の概要

Aさんは、横断歩道上を歩行中、同方向から左折してきた車
両に、体の右側から衝突されるという事故に遭ってしまいまし
た。

この事故により、Aさんは腰椎捻挫、右臀部挫傷等の怪我を
負い、事故後すぐに通院を開始されましたが、約6カ月間の通院
を終えても、腰や右股関節の痛みが残ったまま、症状固定になっ
てしまいました。

2　症状固定と後遺障害
症状固定とは、症状が薬やリハビリで一時的には緩和するが、

しばらくするとまた戻ってしまう一進一退の状態をいいます。
適切な通院・治療を行っても症状が残ってしまった症状固定の
場合には、後遺障害等級の認定申請をすることができます。

後遺障害等級の認定申請については2つの方法があり、ひとつ
は申請に必要な書類を被害者が自ら集めて申請手続を行う被害
者請求、もうひとつは加害者側の任意保険会社を通して申請手
続を行う事前認定という方法です。

また、後遺障害等級の認定結果に異議がある場合には、異議
申立の手続を行うことができます。

3　解決までの経緯
Aさんは事前認定の方法で後遺障害申請を行いましたが、残

念ながら腰や足の痛みは後遺障害には該当しない「非該当」と
いう結果になってしまいました。

そこで、Aさんからご説明を受けた事故状況や通院期間、残
存している自覚症状等に鑑み、Aさんと相談の上、異議申立を
行うこととしました。

Aさんは、症状固定後も自費で通院を継続されていたため、通
院を継続されていることの証明として領収書の写しを添付して、
症状固定後も通院治療を継続するほどの自覚症状が残存してい
ること、及び、事故の態様やこれまでの通院状況等を主張して
異議申立を行った結果、Aさんは併合14級の後遺障害認定を獲
得することができました。

Aさんからご相談をお受けした段階では、加害者の任意保険
会社から後遺障害が認められない前提での示談額の提案を受け
ていましたが、後遺障害が認められた結果、提案されていた示
談額の約3倍の金額で示談することができました。

4　おわりに
事故によりお怪我をされた方の中には、適切な治療を適切な

頻度で受けても、痛みや痺れ等が残ってしまう方が一定数いらっ
しゃいます。また、痛みや痺れ等の症状については、CTやMRI
の画像等、客観的な証拠がない場合も多く、後遺障害認定のハー
ドルは高いといわれています。

しかし、適切な通院・治療を行ったにもかかわらず、日常生
活に支障の出るような症状が残っているような場合には、後遺
障害が認められる場合があります。

事前認定で一度非該当になってしまった方についても、適切
な異議申立てにより、結果が変わるかもしれません。

後遺障害認定について疑問をお持ちの方は、是非一度弊所に
ご相談ください。

【成田法律事務所】
所属弁護士：常世　紗雪（とこよ　さき）

中央大学法学部法律学科卒業、一橋大学法科大学院修了後、
弁護士登録（千葉県弁護士会）。現在は成田法律事務所に所
属し、主に、交通事故、労働事件、離婚・不貞問題を中心に活
動を行う。コミュニケーションを疎かにせず、ご依頼者様に心
からご納得・ご理解いただけるように説明することを心がけて

いる。好きな言葉は「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」。

プロフィール

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで、各地域で対応
しています。交通事故に関する相談件数は、千葉県を中心に年間700件以上
の実績※がございます。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談ください。
※2022年1月1日～12月31日


